
                               平成２４年２月２９日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 本宮市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

 「市民後見人養成講座」 

 

（研修対象者） 

 ・市内在住の一般市民 

 

（研修カリキュラム、及び講師） 

 第１回 成年後見の法的な内容の理解（弁護士） 

 第２回 成年後見の流れについて 

（家庭裁判所職員） 

 第３回 地域の福祉施設等社会資源について（市役所職員） 

 第４回 成年後見体験談、及び意見交換会（体験者） 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

２３年１１月 講座カリキュラムを策定 

   １２月 講座受講者を募集 

２４年 １・２月 市民後見人養成講座の実施 

 

備      考 

 

 

 

別添 


